
（証券コード　4623）

2019年６月10日

株 主 各 位
大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号

代表取締役社長 澤 田 耕 吾

第73期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第73期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書

用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2019年６月26日(水曜日)正午までに到着す

るようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月27日（木曜日）午前10時

２．場 所 大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号
当社大阪本社ビル　９階大会議室

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第73期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第73期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 監査役３名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。
　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ホームページ（ https://www.asahipen.jp ）に掲載させていた
だきます。
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（提供書面）

事　業　報　告

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出関連を中心に企業の業績が堅調で

あることなどに支えられ、雇用環境が改善するなど緩やかな回復基調が続く一方、

英国のＥＵ離脱や米中貿易摩擦を巡る影響など不透明感を拭えない状況で推移い

たしました。

　当社グループを取り巻く経営環境といたしましては、日用生活関連商品に対す

る根強い低価格志向が続くなかで、企業間の価格競争が激しく、依然として厳し

い状況が継続いたしました。

　このような状況のもと、当社グループでは、新製品の投入、販路の拡大、各種

メディアを利用しての販売促進など、積極的な営業活動を展開いたしました。そ

の結果、上期は台風、豪雨など悪天候の影響を受けたものの、秋には天候に恵ま

れたこともあって、当連結会計年度の売上高は134億３千８百万円（前年同期比

1.1％増）となりました。

　収益面では、グループ企業一体となって経営の効率化に努めました結果、営業

利益は６億２百万円（前年同期比0.2％増）、経常利益は７億１千１百万円（前年

同期比3.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は５億１千６百万円（前年同

期比1.8％増）となりました。

　事業別の状況は、次のとおりです。

＜塗料事業＞

　当事業は、当社の主力商品である家庭用塗料及び金属用・プラスチック用等の

工業用塗料の製造及び販売並びに塗装工事等を行っております。

　当連結会計年度におきましても、店頭での販売促進、店内シェアの拡大をはか

るとともに、新規顧客の獲得に向け積極的な営業活動を展開いたしました。その

結果、主力である家庭用塗料の売上が秋の需要期に堅調に推移したこと等から、

当事業全体の売上高は、79億１千５百万円（前年同期比1.4％増）となりました。

＜ＤＩＹ用品事業＞

　当事業は、カベ紙、障子紙やガラス用装飾シート等のインテリア用品、住宅用

補修材やワックス等のハウスケア用品及び園芸用品等の製造及び販売を行ってお

ります。
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　当事業におきましても、消費者ニーズに応えた新製品の投入や積極的な販売促

進活動とともに、新規顧客への提案営業等に注力いたしました。その結果、当事

業全体の売上高は前期並みの53億７千８百万円（前年同期比0.7％増）となりまし

た。

＜その他＞

　その他の事業は、物流サービス業及び賃貸業等を行っており、売上高は１億４

千４百万円（前年同期比1.1％減）となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、２億３千２百万円であり、

主に、既存設備の維持・更新によるものであります。

③　資金調達の状況

　当連結会計年度中に、社債５億円の償還資金として、社債５億円の発行を行い

ました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

－ 3 －



(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　分 第70期
（2016年３月期）

第71期
（2017年３月期）

第72期
（2018年３月期）

第73期
（当連結会計年度）
（2019年３月期）

売 上 高 14,073
百万円

13,537
百万円

13,289
百万円

13,438
百万円

経 常 利 益 659
百万円

821
百万円

685
百万円

711
百万円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

422
百万円

582
百万円

507
百万円

516
百万円

１株当たり当期純利益 9円45銭 13円25銭 11円67銭 120円87銭

総 資 産 18,517
百万円

19,022
百万円

18,957
百万円

18,778
百万円

純 資 産 11,388
百万円

11,978
百万円

12,419
百万円

12,512
百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 257円72銭 274円20銭 287円65銭 2,981円88銭

(注)１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は、自
己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第73期の１株当たり
当期純利益及び１株当たり純資産は、当該株式併合が当期首に行われたものと仮定して算出しております。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当連結会計
年度より適用しており、第72期以前の金額は組替え後の金額で表示しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

大 豊 塗 料 株 式 会 社 50
百万円

100.0
％

塗料の製造販売

株式会社アサヒペン・ホームイングサービス 120 100.0 住宅総合メンテナンス

共 福 産 業 株 式 会 社 21 100.0 卸売業

ア サ ヒ 急 送 株 式 会 社 25 100.0 物流総合サービス
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(4) 対処すべき課題

　当社グループでは、中長期的な経営戦略に則り、以下のことに重点的に取り組ん

でまいります。

①　収益力の向上

　常に新たな発想と創意工夫により、競合他社と明確に差別化した新製品の開発

に努めてまいります。また、新製品の拡販に注力するとともに、従来の枠を超え

た新規販売先の開拓と店内シェアの拡大に向けて営業力の強化をはかってまいり

ます。

②　新規事業への取組み

　新規事業については、今まで培ってきた技術を拡大発展させることのみならず、

様々な方面で検討しており、今後も実現に向けて努力してまいります。

③　グループ経営の強化とコスト削減

　当社を核としたグループ会社の連携強化により、情報システムの共有化や事務

の効率化、また物流システムの集約化等、経営効率の向上に努めてまいりました。

今後もこれらインフラをさらに充実させるとともに、原材料や仕入品の調達コス

トの削減等、全体コストの引き下げを推進してまいります。

(5) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

　当社グループの主要な事業は、塗料事業及びＤＩＹ用品事業であり、事業別の取

扱い製品及び商品、売上高は以下のとおりです。

事業区分 主要な製品及び商品 売上高 前期比 構成比

塗料事業
家庭用塗料、工業用塗料、塗料溶剤、
塗料剥離剤、塗装用機器、塗装用ハケ・筆、
塗装工事

百万円 ％ ％

7,915 1.4 58.9

ＤＩＹ用品事業
カベ紙、障子紙、ガラス用装飾シート、
住宅用洗浄剤、補修材、日曜大工用品、
園芸用品

百万円 ％ ％

5,378 0.7 40.0

その他 物流サービス、賃貸
百万円 ％ ％

144 △1.1 1.1
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(6) 主要な事業所及び工場（2019年３月31日現在）

①　当社

大阪本社 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号
東京本社 東京都江東区猿江２丁目３番16号
工場 兵庫工場(兵庫県加東市)
支店 札幌支店(北海道札幌市) 仙台支店(宮城県仙台市)

東京第一支店(東京都江東区) 東京第二支店(東京都江東区)
（2019年４月東京第一支店と東京第二支店を統合し、同所に東京支店を設置）

名古屋支店(愛知県名古屋市) 大阪支店(大阪府大阪市)
広島支店(広島県安芸郡) 九州支店(福岡県福岡市)

流通センター 札幌流通センター(北海道札幌市) 関東流通センター(茨城県猿島郡)
埼玉流通センター(埼玉県深谷市) 兵庫流通センター(兵庫県加東市)
西部流通センター(兵庫県西脇市)

　②　重要な子会社

大豊塗料株式会社 東京都江東区 株式会社アサヒペン･ホームイングサービス 大阪府大阪市
共福産業株式会社 大阪府大阪市 アサヒ急送株式会社 大阪府大阪市

(7) 従業員の状況（2019年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

230名 ３名減

(注)　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から
　　当社グループへの出向者を含む。）数であります。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

155名 ４名減 43.3才 16.6年

(注)　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）数であります。

(8) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株式会社 り そ な 銀 行 200百万円

株式会社 伊 予 銀 行 200

株式会社 近 畿 大 阪 銀 行 150

(注)　株式会社近畿大阪銀行は、2019年４月１日付で株式会社関西アーバン銀行と合併し、
株式会社関西みらい銀行に商号変更しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2019年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 13,000,000株
②　発行済株式の総数 4,623,000株
③　株主数 9,494名
④　大株主(上位10名)

株　　主　　名 持 株 数 持株比率

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 211
千株

5.0
％

ア サ ヒ ペ ン 共 伸 会 201 4.8

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 162 3.8

ア サ ヒ ペ ン 共 栄 会 116 2.7

株 式 会 社 り そ な 銀 行 116 2.7

株 式 会 社 伊 予 銀 行 93 2.2

日 油 株 式 会 社 87 2.0

田 　 中 　 弘 　 文 86 2.0

株 式 会 社 近 畿 大 阪 銀 行 61 1.4

田 中 　 猛 60 1.4

(注)　１．自己株式（426,780株）を除いて記載しております。
２．持株比率は、小数点以下第２位を切り捨てて表示しております。
３．持株比率は、自己株式（426,780株）を控除して計算しております。
４．株式会社近畿大阪銀行は、2019年４月１日付で株式会社関西アーバン銀行と合併し、
株式会社関西みらい銀行に商号変更しております。

(2) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 澤 田 耕 吾 生産物流本部長

取 締 役 相 談 役 田 中 弘 文

取 締 役 杉 本 博 昌 技術本部長兼工業用開発部長

取 締 役 大久保　隆　弘 大豊塗料株式会社代表取締役社長

取 締 役 石 尾 維 英
管理本部長兼経営企画本部長兼広報担当兼株式会社
サンビッグ代表取締役社長兼株式会社オレンジタウ
ン代表取締役社長

取 締 役 柊 　 英 浩 営業本部長

取 締 役 松 浪 由 竹 秘書室長兼関係会社担当兼コンプライアンス担当

取 締 役 藤 枝 政 雄 ＮＣホールディングス株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 辻 子 伸 夫

常 勤 監 査 役 横 田 省 三

監 査 役 真 鍋 　 靖 昭和精機工業株式会社代表取締役社長

監 査 役 岩 田 康 治

(注)　１．取締役藤枝政雄氏は、社外取締役であります。
２．監査役真鍋　靖氏及び岩田康治氏は、社外監査役であります。
３．取締役杉本博昌氏は、2019年４月１日付で工業用開発部長の委嘱を解かれております。
４．取締役大久保隆弘氏は、2018年６月28日付で営業本部長の委嘱を解かれ、同日付で大豊塗料株式会社
代表取締役社長に就任しております。

５．取締役石尾維英氏は、2018年６月28日付で管理本部長、経営企画本部長、広報担当にそれぞれ就任し
ております。

６．取締役柊　英浩氏は、2018年６月28日付で営業本部長に就任しております。
７．取締役松浪由竹氏は、2018年６月28日付で秘書室長、関係会社担当、コンプライアンス担当にそれぞ
れ就任しております。

８．当社は、取締役藤枝政雄氏及び監査役岩田康治氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。

②　取締役及び監査役の報酬等

当事業年度にかかる報酬等の総額

区 分 人　数 報酬等の額

取 締 役
（うち社外取締役）

12名
（２名）

103,399千円
（6,675千円）

監 査 役
（うち社外監査役）

４名
（２名）

15,958千円
（4,800千円）

合 計 16名 119,358千円

(注)　１．取締役の報酬等の額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬等の額には、当事業年度に繰入れた役員退職慰労引当金40,448千円が含まれております。
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③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・　取締役藤枝　政雄氏は、ＮＣホールディングス株式会社の社外取締役であ

り、当社は、同社と特別な関係はありません。

・　監査役真鍋　靖氏は、昭和精機工業株式会社の代表取締役社長であり、当

社は同社より塗装用機器を購入しております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

区分 氏　　名 主な活動状況

取締役 藤 枝 政 雄

2018年６月28日就任以降、当事業年度に開催された取
締役会全４回に出席し、主として多数の会社経営に関
与してきた経験豊富な会計の専門家の立場から発言を
行っております。

監査役 真 鍋 　 靖
当事業年度に開催された取締役会全６回及び監査役会
全６回に出席し、必要に応じて、主として経験豊富な
経営者の立場から発言を行っております。

監査役 岩 田 康 治
当事業年度に開催された取締役会全６回及び監査役会
全６回に出席し、必要に応じて、主として経験豊富な
経営者の立場から発言を行っております。

ハ．責任限定契約に関する事項

　当社は、社外取締役及び各社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額を、同法第425条第１項に定める 低責任限度額とし

ております。
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(4) 会計監査人の状況
①　名称

近畿第一監査法人

②　報酬等の額

区　　　　　　　　　分 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 16,800千円

当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払う
べき金銭その他の財産上の利益の合計額

16,800千円

(注)　１．当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、報酬等の額にはこれらの
合計額を記載しております。

 　 　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適
切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をい
たしました。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務遂行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の
内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会において、
会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

－ 10 －



(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　取締役の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その
他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容並びに当該体制の運
用状況の概要は、次のとおりであります。

１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
①　取締役会は、定款及び取締役会付議、報告基準を定めた「取締役会規則」に

則り業務執行を決定するとともに、法令の改廃等を常に視野に入れ「取締役会
規則」の整備にあたる。

②　取締役会が取締役の職務を監督するため、各取締役に定期的に業務執行状況
を報告させるとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視する。

③　取締役の職務執行状況は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」、監査計
画に基づき監査役の監査を受ける。

④　アサヒペングループ企業において取締役を含む役職員が守るべき行動規範を
示した「アサヒペングループコンプライアンスマニュアル」を制定し、規範に
則った企業活動を行う。
　なお、同マニュアルには、反社会的勢力に対しては、所轄官庁等との連携を
密にし、毅然とした対応を取り、不当な介入を排除することも規定している。

⑤　取締役の違法行為を未然に防ぐ仕組みを構築し、コンプライアンス体制を推
進することを目的に、代表取締役社長を委員長、取締役並びに内部監査担当及
び法務担当部員を委員とする「コンプライアンス委員会」を設置する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役会、本部長会等の経営に係わる会議の議事録、稟議決裁書その他職務

執行に係る情報を適切に管理するための「情報取扱規程」を整備し、その規定

に従い文書又は電磁的記録媒体に保存し管理する。なお、「情報取扱規程」は

適時見直し改善を図るものとする。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規則に準拠

して実施されているかについて監査役の監査を受け、監査役は必要があれば是

正の勧告を行う。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　代表取締役社長は、全社的なリスクを総括的に管理するため、各取締役とと

もにリスク回避にあたるものとする。

　個々の損失の危険の領域ごとに、当該損失の危険に関する事項を統轄する担

当取締役が、それぞれ損失の危険の管理（体制を含む）に関する施策を作成し、

その施策に則りリスク回避にあたる。

②　監査役及び内部監査担当は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を必

要があれば代表取締役社長及び取締役会に報告し、問題点の把握と改善に努め

る。
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４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　代表取締役社長は、取締役会で決定した中期計画、年次計画に基づいた各部

門が実施すべき目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう担当取締役を監

督する。

②　業務執行取締役の職務分掌、権限を明確化するとともに、各種社内規則を拡

充整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の

執行が行われる体制を構築する。

③　業務執行取締役は、その統轄する部門の効率経営の確保に向けて業務の合理

化、電子化、迅速性等を継続的に検討する。

５．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

①　役員、従業員が守るべき行動規範を示した「アサヒペングループコンプライ

アンスマニュアル」を制定し、役員自ら範を示すとともに機会あるごとに従業

員に対して倫理・遵法教育を行い、「アサヒペングループコンプライアンスマ

ニュアル」に則った企業活動を行う。

②　内部監査体制を強化するとともに、情報セキュリティに関する監視体制を強

化する。

③　法令、定款及び諸規則に反する行為等を早期に発見是正することを目的とし、

それを告発しても当該通告者が不利益な取扱を受けない旨等を規定した内部通

報制度を構築、運営する。

④　反社会的勢力に対しては、「アサヒペングループコンプライアンスマニュア

ル」に規定された行動規範に則り、関係を遮断する。

⑤　企業倫理及び法令遵守を従業員に浸透させ、違法行為を未然に防ぐため、「コ

ンプライアンス委員会」で決定された事項は、速やかに従業員に周知徹底する。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　関係会社の所轄業務については、その自主性を尊重しつつ、経営計画に基づ

いた施策と効率的な業務遂行、透明性を確保した企業集団としてのコンプライ

アンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、関係会社担当取締役が

統轄管理する。

②　関係会社に法令遵守違反行為があると疑われるときは、関係会社担当取締役

の命により当社の内部監査部門が、当該関係会社の実態調査を実施する。

③　「関係会社統轄管理規程」に基づき、重要事項を当社の稟議事項とするとと

もに、所定の事項については、その実施前に当社に報告させる。

④　関係会社間の意思疎通を図り、円滑なグループ活動を推進するため、関係会

社担当取締役が主宰する関係会社会議を定期的に開催する。

７．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

①　監査役が必要としたときは、監査役の職務を補助する従業員を置くものとす

る。

②　当該従業員の任命、異動、評価、懲戒は監査役会の意見を尊重して行うもの

とし、取締役からの独立性を確保する。
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③　当該従業員に対する監査役の指示が実効性を確保できるよう、当社は監査役

の職務の独立性に配慮しつつ必要な援助を行う。

８．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告

に関する体制

①　監査役は当社及び関係会社の重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を

把握するため、取締役会、関係会社会議等の重要会議に出席するとともに、稟

議書等業務執行に係る重要書類を閲覧し、必要があれば当社及び関係会社の取

締役、従業員に説明を求めることとする。

②　また、次のような緊急事態が発生した場合には、当社及び関係会社の取締役

及び従業員は遅滞なく監査役に報告する。

・当社及び関係会社の業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある、法律

上又は財務上の諸問題

・その他当社及び関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

③　前記報告をした者が、当該報告をしたことを理由に不利な取扱を受けること

のない旨を「アサヒペングループ不正防止方針書」、「内部通報制度規程」等

に定める。

９．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」に基づき独立性を確保し

た権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査部門及び会計監査

人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。

②　監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題につ

いて意見交換を行う。

③　監査役が、当社に対し、その職務の執行に必要な費用の前払又は償還を請求

した場合は、当社は監査役の職務に照らし、目的又は金額等が明らかに不合理

なものでない限り、速やかにこれに応じる。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制

　アサヒペングループの財務報告の信頼性を確保するため、内部統制の６つの基

本要素（統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、

ＩＴへの対応）を整備するとともに、財務報告における不正や瑕疵が発生するリ

スクの予防及び牽制体制を整備、運用、評価し、不備があれば速やかに是正措置

を講じる。

11．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

①　内部統制体制整備に関する取組み

　内部統制評価委員会を原則として毎月定期的に開催し、そこには担当取締役

及び常勤監査役も出席しております。同委員会では、アサヒペングループ全体

の業務の有効性・効率性とあわせてリスク等を分析・評価し、必要な内部統制

体制の整備を行うとともに、その運用状況を評価しております。また、同委員

会への提案や決定事項具体化のための事務局を設置しております。
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②　コンプライアンスに関する取組み

　コンプライアンス委員会を年６回程度開催し、そこには常勤監査役も出席し

ております。同委員会での決定内容等は、速やかに毎月発行される社内報等に

掲載され、当社従業員等に周知されております。

③　効率的職務執行とリスク管理に関する取組み

　取締役会において、経営の基本方針（中期経営計画等）の決定とあわせて、

経営を取り巻く様々なリスクの分析や対応策の決定を行っております。経営の

効率化とこれに伴うリスクに関して、より具体的に検討するために、常務以上

の取締役で構成する常務会並びに取締役及び本部長で構成する本部長会を定期

的に開催しております。

④　子会社管理に関する取組み

　関係会社会議を定期的に開催し、そこには当社代表取締役社長及び常勤監査

役も出席しております。また、関係会社統轄管理規程において、当社に対する

事前報告や稟議について定めており、稟議においては、当社の全ての業務執行

取締役が審査を行い、当社代表取締役社長が決裁しております。

⑤　監査役監査に関する取組み

　監査においては、当社常勤監査役と内部監査担当が合同で、当社の各事業所

及び各関係会社において実地監査を行う等、連携を強化しております。また、

内部通報制度の実効性確保のため、当社外である当社顧問法律事務所に通報窓

口を設置しております。

－ 14 －



連結貸借対照表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

有価証券

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

リース資産

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

その他

貸倒引当金

10,743,573

4,356,029

3,330,041

100,000

2,648,940

24,530

189,513

105,598

△11,079

8,034,565

5,028,184

1,195,624

283,125

66,413

3,440,232

42,788

233,712

2,772,668

2,343,092

449,586

△20,010

流動負債 3,235,171

支払手形及び買掛金 1,428,572

短期借入金 620,000

１年内償還予定の社債 500,000

リース債務 21,314

未払法人税等 82,105

未払消費税等 48,688

未払費用 347,709

賞与引当金 93,795

返品調整引当金 23,189

その他 69,795

固定負債 3,030,328

社債 1,500,000

長期借入金 200,000

リース債務 26,414

繰延税金負債 290,284

役員退職慰労引当金 57,509

退職給付に係る負債 886,342

その他 69,777

負債合計 6,265,499

（純 資 産 の 部）

株主資本 11,780,378

資本金 5,869,017

資本剰余金 4,166,534

利益剰余金 2,464,906

自己株式 △720,080

その他の包括利益累計額 732,261

その他有価証券評価差額金 759,129

退職給付に係る調整累計額 △26,868

純資産合計 12,512,640

資産合計 18,778,139 負債純資産合計 18,778,139

(注)　金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 13,438,749

売上原価 8,808,747

売上総利益 4,630,001

販売費及び一般管理費 4,027,583

営業利益 602,417

営業外収益

受取利息 43,535

受取配当金 41,628

受取地代家賃 67,099

その他 41,043 193,307

営業外費用

支払利息 11,216

減価償却費 14,601

その他 57,939 83,757

経常利益 711,967

特別利益

資産除去債務履行差額 35,162

受取保険金 27,607 62,769

特別損失

減損損失 12,521

固定資産圧縮損 9,630 22,152

税金等調整前当期純利益 752,585

法人税、住民税及び事業税 177,514

法人税等調整額 58,765 236,279

当期純利益 516,305

親会社株主に帰属する当期純利益 516,305

(注)　金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 5,869,017 4,166,534 2,186,064 △502,924 11,718,692

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △237,463 △237,463

親会社株主に帰属する
当期純利益

516,305 516,305

自己株式の取得 △217,155 △217,155

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 － － 278,841 △217,155 61,686

当連結会計年度末残高 5,869,017 4,166,534 2,464,906 △720,080 11,780,378

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 744,549 △43,987 700,562 12,419,254

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △237,463

親会社株主に帰属する
当期純利益

516,305

自己株式の取得 △217,155

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

14,579 17,119 31,699 31,699

当連結会計年度変動額合計 14,579 17,119 31,699 93,385

当連結会計年度末残高 759,129 △26,868 732,261 12,512,640

(注)　金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況
イ．連結子会社の数　　６社
ロ．主要な連結子会社の名称

大豊塗料株式会社　　株式会社アサヒペン・ホームイングサービス
共福産業株式会社　　アサヒ急送株式会社

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）
ロ．その他有価証券
・時価のあるもの
　連結会計年度末前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの
　移動平均法による原価法

ハ．たな卸資産
・商品及び製品、原材料、仕掛品
　主として移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品
　 終仕入原価法による原価法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア
　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

・その他の無形固定資産
　定額法を採用しております。

ハ．リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。
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③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に
負担すべき額を計上しております。

ハ．返品調整引当金
　販売した製品の返品による損失に備えるため、当連結会計年度末日前２ヶ
月の売上高に返品率と売上総利益率を乗じた金額相当額を計上しておりま
す。

ニ．役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要
支給額を計上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度
末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調
整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整
累計額に計上しております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度ま
での期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

ロ．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

ハ．連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。

２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年
２月16日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他
の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
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３．連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 7,922,823千円
(2) 期末日満期手形
　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしており
ます。なお、連結会計年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形
が連結会計年度末日残高に含まれております。

受取手形 114,429千円

支払手形 37,573千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式(注) 46,230千株 －千株 41,607千株 4,623千株

(注)　2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより発行済株式
は41,607千株減少し、4,623千株になっております。

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式(注) 3,054千株 124千株 2,752千株 426千株

(注)　１．2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより普通株
式の自己株式の株式数は2,752千株減少しております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加124千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加分
120千株及び単元未満株式の買取りによる増加分４千株（株式併合前３千株、株式併合後１千株）であり
ます。

(3) 剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議
株式の
種類

配当金
の総額

１株当たり
配当額

基　準　日 効力発生日

2018年６月28日
定時株主総会

普通
株式

237,463千円 ５円50銭 2018年３月31日 2018年６月29日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計
年度になるもの
　2019年６月27日開催予定の第73期定時株主総会において次のとおり付議いた
します。
・配当金の総額 230,792千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 55円
・基準日 2019年３月31日
・効力発生日 2019年６月28日
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５．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、銀行等金融機関からの借入や社債の発行により資金を調達して
おり、一時的な余剰資金は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバ
ティブ取引は、将来の為替の変動リスクを回避するために利用しており、投機的な
目的では行わない方針であります。
　受取手形及び売掛金等については、社内の規定に従い取引相手ごとに期日及び残
高を管理するとともに定期的に信用調査を行い、信用リスクの軽減を図っておりま
す。支払手形及び買掛金のうち外貨建てのものに係る為替の変動リスクについて
は、先物為替予約を利用して回避を図っております。有価証券及び投資有価証券に
ついては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直
しております。デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機
関に限定し、社内の規定に従い執行・管理しております。資金調達に係る流動性リ
スクについては、適時に資金繰計画を作成・モニタリングし、手許流動性を維持す
ることにより管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時　価
（千円）

差　額
（千円）

(1) 現金及び預金 4,356,029 4,356,029 －

(2) 受取手形及び売掛金 3,330,041

貸倒引当金(*) △11,079

3,318,962 3,318,962 －

(3) 有価証券及び投資有価証券 2,438,942 2,437,421 △1,521

資産　計 10,113,934 10,112,412 △1,521

(1) 支払手形及び買掛金 1,428,572 1,428,572 －

(2) 短期借入金 620,000 620,000 －

(3) 長期借入金 200,000 200,311 311

(4) １年内償還予定の社債 500,000 499,210 △789

(5) リース債務（流動負債） 21,314 20,946 △367

(6) 未払法人税等 82,105 82,105 －

(7) 未払消費税等 48,688 48,688 －

(8) 未払費用 347,709 347,709 －

(9) 社債 1,500,000 1,501,213 1,213

(10) リース債務（固定負債） 26,414 24,681 △1,732

負債　計 4,774,804 4,773,440 △1,363

(*)　受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注)　１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券
　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等か
ら提示された価格によっております。
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負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(6) 未払法人税等、(7) 未払消費税等、(8) 未
払費用
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金、(4) １年内償還予定の社債、(5) リース債務（流動負債）、(9) 社債、
(10) リース債務（固定負債）
　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　非上場株式（連結貸借対照表計上額4,150千円）については、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、「(3）有価証券及び投資有価証券」には含めて
おりません。

６．賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項
　当社及び一部の連結子会社では、大阪府、奈良県その他の地域において、賃貸用
の店舗等（土地を含む。）を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等
不動産に関する賃貸損益は92,564千円、減損損失は12,521千円であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度
末 の 時 価当連結会計年度

期 首 残 高
当連結会計年度
増 減 額

当連結会計年度
末 残 高

1,538,181千円 △29,630千円 1,508,550千円 1,470,634千円

(注)　１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．当連結会計年度増減額は、主に減損損失及び減価償却による減少であります。
３．当連結会計年度末の時価は、簡便的な方法に基づいて自社で算定した金額であります。

７．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 2,981円88銭
(2) １株当たり当期純利益 120円87銭
(注)　2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度の期首

に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

８．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

９．その他の注記
　特記すべき事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告書(謄本)

独立監査人の監査報告書

2019年５月８日

株式会社アサヒペン

取締役会　御中

近畿第一監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士 寺 井 清 明 

代表社員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 宏 範 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アサヒペンの2018年４月１日か

ら2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を

実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について

意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ

れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社アサヒペン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に

係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流動資産

現金及び預金

受取手形

売掛金

有価証券

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

前渡金

前払費用

関係会社短期貸付金

未収入金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

機械装置

工具器具備品

土地

リース資産

無形固定資産

電話加入権

借地権

ソフトウエア

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

関係会社長期貸付金

長期前払費用

保証金

その他

貸倒引当金

1,034,968

3,698,998

978,905

2,133,951

100,000

2,061,501

3,718

138,452

7,411

40,307

1,031,268

65,836

55,696

△11,079

7,422,701

3,871,595

1,093,032

51,732

264,759

66,318

2,351,613

44,138

228,158

13,564

170,000

44,593

3,322,948

2,328,591

65,000

2,224,147

2,654

14,175

345,388

△1,657,010

流動負債 2,415,243

支払手形 153,298

買掛金 773,010

短期借入金 400,000

１年内償還予定の社債 500,000

リース債務 21,314

未払金 35,537

未払法人税等 69,840

未払消費税等 26,309

未払費用 324,051

預り金 18,276

前受収益 3,757

賞与引当金 66,659

返品調整引当金 23,189

固定負債 2,747,704

社債 1,500,000

長期借入金 200,000

リース債務 26,414

繰延税金負債 178,976

退職給付引当金 770,371

役員退職慰労引当金 55,085

その他 16,857

負債合計 5,162,948

（純 資 産 の 部）

株主資本 11,808,961

資本金 5,869,017

資本剰余金 4,166,534

資本準備金 2,418,409

その他資本剰余金 1,748,125

利益剰余金 2,493,489

その他利益剰余金 2,493,489

別途積立金 1,750,000

繰越利益剰余金 743,489

自己株式 △720,080

評価・換算差額等 755,760

その他有価証券評価差額金 755,760

純資産合計 12,564,722

資産合計 17,727,670 負債純資産合計 17,727,670

(注)　金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 24 －



損 益 計 算 書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 10,887,815

売上原価 6,955,446

売上総利益 3,932,368

販売費及び一般管理費 3,547,955

営業利益 384,413

営業外収益

受取利息 57,327

有価証券利息 1,429

受取配当金 76,424

受取地代家賃 76,773

貸倒引当金戻入益 233,000

その他 46,668 491,623

営業外費用

支払利息 2,499

社債利息 7,528

減価償却費 16,505

その他 57,501 84,033

経常利益 792,003

特別利益

受取保険金 27,607 27,607

特別損失

固定資産圧縮損 9,630 9,630

税引前当期純利益 809,980

法人税、住民税及び事業税 125,083

法人税等調整額 △18,033 107,050

当期純利益 702,930

(注)　金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他
資本剰余金

その他利益剰余
金合計(注)1

当期首残高 5,869,017 2,418,409 1,748,125 2,028,022 △502,924 11,560,650

当期変動額

剰余金の配当 △237,463 △237,463

当期純利益 702,930 702,930

自己株式の取得 △217,155 △217,155

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － 465,466 △217,155 248,310

当期末残高 5,869,017 2,418,409 1,748,125 2,493,489 △720,080 11,808,961

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 741,137 741,137 12,301,787

当期変動額

剰余金の配当 △237,463

当期純利益 702,930

自己株式の取得 △217,155

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

14,623 14,623 14,623

当期変動額合計 14,623 14,623 262,934

当期末残高 755,760 755,760 12,564,722

(注)　１．その他利益剰余金の内訳

別途積立金
繰越利益
剰余金

その他
利益剰余金合計

当期首残高 1,530,000 498,022 2,028,022

当期変動額

別途積立金の積立 220,000 △220,000 －

剰余金の配当 △237,463 △237,463

当期純利益 702,930 702,930

当期変動額合計 220,000 245,466 465,466

当期末残高 1,750,000 743,489 2,493,489

　　　２．金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券
・　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）
・　子会社株式

　移動平均法による原価法
・　その他有価証券
時価のあるもの
　事業年度末前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法（評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの
　移動平均法による原価法

②　たな卸資産
・　商品及び製品、原材料、仕掛品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

・　貯蔵品
　 終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及
び構築物については定額法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・　自社利用のソフトウエア

　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
・　その他の無形固定資産

　定額法を採用しております。
③　リース資産
・　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

・　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が2008年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっております。

④　長期前払費用
　定額法を採用しております。

(3) 繰延資産の処理方法
社債発行費
　支出時に全額費用として処理しております。

－ 27 －



(4) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担す
べき額を計上しております。

③　返品調整引当金
　販売した製品の返品による損失に備えるため、当事業年度末日前２ヶ月の売
上高に返品率と売上総利益率を乗じた金額相当額を計上しております。

④　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。

⑤　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額
を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項
①　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
②　連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

２．表示方法の変更に関する注記
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年
２月16日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資
産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

３．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 7,072,951千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
①　短期金銭債権 700,002千円
②　短期金銭債務 122,359千円

(3) 期末日満期手形
　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしており
ます。なお、事業年度末日が金融機関休業日であるため、次の期末日満期手形が事
業年度末日残高に含まれております。

受取手形 96,675千円
支払手形 5,158千円
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４．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
①　営業取引による取引高

売上高 1,151,040千円
仕入高
その他の営業取引

57,602千円
1,040,073千円

②　営業取引以外の取引による取引高 74,742千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当 事 業 年 度
期首の株式数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普通株式(注) 3,054千株 124千株 2,752千株 426千株

(注)　１．2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。これにより普通株
式の自己株式の株式数は2,752千株減少しております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加124千株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加分
120千株及び単元未満株式の買取りによる増加分４千株（株式併合前３千株、株式併合後１千株）であり
ます。

６．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 10,663千円
賞与引当金 20,384千円
退職給付引当金 235,580千円
貸倒引当金 326,857千円
役員退職慰労引当金 16,845千円
関係会社株式評価損 187,610千円
減損損失 193,485千円
その他 33,803千円
繰延税金資産小計 1,025,231千円
評価性引当額 △871,290千円
繰延税金資産合計 153,941千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △332,917千円

繰延税金負債合計 △332,917千円
繰延税金負債の純額 △178,976千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ
るときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳

法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.6％
住民税均等割 2.0％
試験研究費等の税額控除額 △2.2％
評価性引当額の減少 △17.3％
その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.2％
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７．リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、空調設備の一部については所有権移転外
ファイナンス・リース契約により使用しております。
(1) 当事業年度の末日における取得原価相当額 76,926千円
(2) 当事業年度の末日における減価償却累計額相当額 66,570千円

８．関連当事者との取引に関する注記
　　子会社及び関連会社等

種　類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科　　目
期末残高
(千円)

子会社 大豊塗料株式会社
所有
直接
100.0％

資金の援助
役員の兼任

製品・商品
の販売
製品の購入
利息の受取

119,342

48,780
2,442

売掛金
受取手形
関係会社短期
貸付金
買掛金

7,841
47,249

550,000

7,229

子会社
株式会社アサヒペン・

ホームイングサービス

所有
直接
100.0％

資金の援助
役員の兼任

製品の販売
利息の受取

186
198

売掛金
関係会社短期
貸付金

6

161,268

子会社 共福産業株式会社
所有
直接
100.0％

資金の援助
役員の兼任

製品・商品
の販売

1,031,511

売掛金
受取手形
関係会社短期
貸付金
関係会社長期
貸付金

392,815
158,660

320,000

334,147

子会社 アサヒ急送株式会社
所有
直接
100.0％

役員の兼任
業務委託
配当金の受取

1,009,558
35,000

未払費用 94,335

子会社 株式会社サンビッグ
所有
直接
100.0％

資金の援助
役員の兼任

－ －
関係会社長期
貸付金

920,000

子会社 株式会社オレンジタウン
所有
直接
100.0％

資金の援助
役員の兼任

利息の受取 12,609
関係会社長期
貸付金

970,000

(注)　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

９．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 2,994円30銭
(2) １株当たり当期純利益 164円57銭

(注)　2018年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に当
該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

11．その他の注記
　特記すべき事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書

2019年５月８日

株式会社アサヒペン

取締役会　御中

近畿第一監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士 寺 井 清 明 

代表社員
業務執行社員

公認会計士 伊 藤 宏 範 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アサヒペンの2018年４月

１日から2019年３月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と

判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ

の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び

その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及

びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書（謄本）

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第73期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

(2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
(1）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人近畿第一監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3）連結計算書類の監査結果
会計監査人近畿第一監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月９日
株 式 会 社 ア サ ヒ ペ ン 監 査 役 会

常勤監査役

常勤監査役

辻 子 伸 夫
横 田 省 三



㊞

社外監査役 真 鍋 　 靖 

社外監査役 岩 田 康 治 

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

　当社では、配当政策を経営上の 重点課題のひとつと認識しております。利益

配分につきましては、業績の動向や配当性向を考慮しつつ、将来の事業発展等を

見据えた経営基盤の強化を総合的に勘案し、かつ安定配当の維持にも配慮して決

定することを基本方針としております。

　第73期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、当社基本方針に

基づき、次のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金55円 総額230,792,100円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月28日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 450,000,000円

②　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 450,000,000円
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

　株主各位への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定に

基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間配当）ができるよう所要の

変更を行うものであります。

２．変更の内容

　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

第１条～第44条（条文省略） 第１条～第44条（現行どおり）

（剰余金の配当）

第45条（条文省略）

（新設）

（剰余金の配当）

第45条（現行どおり）

②　前項のほか、取締役会の決議により、
毎年９月30日を基準日として中間配当
をすることができる。

第46条（条文省略） 第46条（現行どおり）

－ 34 －



第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役横田省三氏、真鍋　靖氏、岩田康治氏の３名が本総会終結の時をもって

任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

１

よこ

横
た

田
しょう

省
ぞう

三
( 1 9 5 4 年１月 2 7日 )

1988年10月 株式会社アサヒペン・ワールドトレード

（現　当社）入社

400株
1992年４月 当社ワールドトレード事業部海外総務課長

2009年４月 共福産業株式会社総務部長

2013年４月 当社管理本部部長

2015年６月 当社常勤監査役（現任）

２

ま

真
なべ

鍋
 

　
やすし

靖
( 1 9 4 0 年４月 1 1日 )

1963年４月 大日本塗料株式会社入社

0株

1969年４月 昭和精機工業株式会社設立

同社代表取締役社長（現任）

1994年６月 当社監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

昭和精機工業株式会社代表取締役社長

３

ふじ

藤
わら

原
けい

慶
ぞう

三
( 1 9 5 5 年 ３ 月 ６ 日 )

1977年３月 藤原産業株式会社入社

0株

1987年10月 同社取締役副社長

2005年７月 同社代表取締役社長（現任）

2016年７月 株式会社藤原産業ホールディングス代表

取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

藤原産業株式会社代表取締役社長

株式会社藤原産業ホールディングス代表取締役社長

(注)　１．候補者３番の藤原慶三氏は、新任の監査役候補者であります。
　　　２．候補者２番の真鍋　靖氏及び候補者３番の藤原慶三氏は、社外監査役候補者であります。
　　　３．候補者２番の真鍋　靖氏は、昭和精機工業株式会社の代表取締役社長を兼職し、当社は同社より塗装用

機器を購入しております。また、候補者３番の藤原慶三氏は、藤原産業株式会社の代表取締役社長を兼職
し、当社は同社に塗料等を販売しております。候補者１番の横田省三氏と当社の間には特別の利害関係は
ありません。

　　　４．候補者２番の真鍋　靖氏及び候補者３番の藤原慶三氏を社外監査役候補者とした理由は、両氏とも経営
者としての豊富な経験から的確な助言・監督をいただけると判断したからであります。

　　　５．候補者２番の真鍋　靖氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総
会終結の時をもって25年となります。

　　　６．当社は、候補者２番の真鍋　靖氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１
項に定める 低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予
定であります。また、候補者３番の藤原慶三氏の選任が承認され、監査役に就任したときは、当社は同氏
との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

　　　７．候補者３番の藤原慶三氏の選任が承認され、監査役に就任したときは、東京証券取引所が定める独立役
員となる予定であります。

以　上
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株主総会会場ご案内図
会場　大阪市鶴見区鶴見４丁目１番12号

株式会社アサヒペン
大阪本社ビル　９階大会議室

（電話06-6930-5001）

JR大阪環状線、JR東西線、京阪電車いずれも「京橋」駅下車

地下鉄長堀鶴見緑地線に乗換　「今福鶴見」駅下車　③番出口から北へ約100m


